
 

大会見舞金規定 

 

 本規定は、一般財団法人アールビーズスポーツ財団が主催するマラソン競技大会、自

転車競技大会、水泳競技大会（以下「対象の大会」という）に関する見舞金支給に関

する事項を定めます。 

 

 

（給付対象者の定義） 

第１条 本規定において給付対象者とは、対象の大会の参加者名簿に氏名が記載され

ている者全員を言います。 

 

（受給者） 

第２条 本規定に定める見舞金は、給付対象者本人またはその法定相続人に支給します。 

 

（用語の定義） 

第３条 本規定において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。 

(1) 中止 

   中止とは、対象の大会が、大会当日に全く行われないことを言います。 

(2) 悪天候 

   暴風雨等の天候の悪化を言い、地震・津波・噴火などの天災は含みません。 

 

（対象となる事故） 

第４条給付対象者が参加する対象の大会が悪天候により中止となった場合に、一般財団法 

人アールビーズスポーツ財団は以下に規定する見舞金を支払います。 

 

（中止見舞金） 

第５条 前条（対象となる事故）に規定する事故が発生し、その直接の結果として、参加

費が一切返還されなかった場合に、参加費の５０％を中止見舞金として支払います。 

 

 

 

 



＜傷害保険のご案内＞ 

本大会参加者の方々全員、以下の補償内容となります。 

死亡・後遺障害保険金 １名２００万円、 入院保険金額日額 ３，０００円、  

手術保険金 手術の種類によって 12万円・6万円・3万円のいずれか、 通院保険金日額 ２，０００円 

引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 ブローカー部営業課 03-3259-3947 

取扱代理店 マーシュジャパン株式会社  03-5334-8200 

保険金をお支払いする場合とお支払いしない主な場合 

 
   

※印を付した用語については、次ページの「※印の用語のご説明」を参照ください（各欄の初出時のみ※印を付しています）。 
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この保険は保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射病または熱射による身体障害を被った場合についても、傷害保険

金を支払います。 



 
すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合の

うち、「戦争・暴動等」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想

的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 
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